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１．経営検討委員会の役割と経緯
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１ 敦賀市上下水道事業経営検討委員会
「敦賀市新水道ビジョンその他の水道事業及び下水道事業に係る各種計画の改定」及び「将来にわたって

安定的な事業運営を継続するための施策」について、幅広く意見を求め、専門的な観点からも検討するため
に設置する委員会
(1) 所掌事務 ・各種計画の改定に関すること

・健全な経営を維持していくための具体的な施策に関すること
(2) 委員数 １０人
(3) 委員任期 委嘱の日～管理者に答申した日

（令和６年８月６日～令和７年３月２７日）

２ 主な検討事項
・新水道ビジョン、水道事業・下水道事業経営戦略等の改定
・水道料金及び下水道使用料の適正化

３ 委員会の運営
・委員長及び副委員長を各１人を置く。
・委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
・委員会は、委員の過半数の出席が必要
※委員会での検討状況を広く周知するため、報道機関及び市議会議員に案内



令和６年度敦賀市上下水道事業経営検討委員会の開催状況

日 程 検 討 事 項 等

第１回 R6.8.6
・諮問
・上下水道事業の概要
・今後の課題

第２回 R6.10.7

・施設見学（天筒浄化センター、松島ポンプ場、昭和浄水場）
・各種事業計画の検討 ・経営指標による現状分析
・将来予測 ・経営健全化の取組み
・財政見通し

第３回 R6.11.18 ・料金改定の検討方針

第４回 R7.1.21
・改定率
・料金体系の検討

第５回 R7.2.18
・議員説明会の報告
・上下水道事業の各種計画
・料金体系の検討

第６回 R7.3.17 ・答申案の検討

答 申 R7.3.27 ・市長に答申
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令和６年度における検討経過

現状把握・分析

将来予測を踏まえた今後の課題の整理

将来の投資及び財源の予測

今後の財政見通しにおける収支状況の把握

経営比較分析表による
類似団体との比較

・料金及び使用料収入の減
・上下水道施設の老朽化

料金・使用料の体系の決定

・人口減少の進行に伴う料金
及び使用料収入の減

・老朽化施設の更新需要の拡大
・物価高騰

目標を達成するための料金・使用料の改定率の算定

実際の料金・使用料の改定率の決定

安定的に事業運営を行うための目標を設定

水道料金 ＋37％
下水道使用料 ＋30％

水道料金 ＋20％
下水道使用料 ＋20％

基本料金(基本使用料)
従量料金(従量使用料)

＋一律20%

各計画の
改定

水道料金・
下水道使用料の

適正化
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①料金回収率・経費回収率
100％維持

②補填財源の確保
③黒字経営



水道料金の料金体系
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改定前の体系(～R7.12) ※月額、税抜

区 分 料 金

基本料金
メーター
口 径

13mm 960円

20mm 1,140円

30mm 1,440円

40mm 1,680円

50mm 2,760円

75mm 4,200円

100mm 5,400円

従量料金
(1㎥につき)

1～ 10㎥ 4円

11～ 30㎥ 102円

31～100㎥ 114円

101㎥～ 126円

改定後の体系(R8.1～) ※月額、税抜

区 分 料 金

基本料金
メーター
口 径

13mm 1,150円

20mm 1,370円

30mm 1,730円

40mm 2,020円

50mm 3,310円

75mm 5,040円

100mm 6,480円

従量料金
(1㎥につき)

1～ 10㎥ 5円

11～ 30㎥ 122円

31～100㎥ 137円

101㎥～ 151円

基本料金、
従量料金
ともに
一律＋20％



下水道使用料の使用料体系
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改定前の体系(～R7.12) ※月額、税抜

区 分 使用料

一
般
汚
水

基本使用料 1,140円

従量使用料
(1㎥につき)

1～ 10㎥ 6円

11～ 20㎥ 126円

21～ 30㎥ 150円

31～ 40㎥ 174円

41～ 50㎥ 198円

51～100㎥ 224円

101㎥～ 245円

浴
場
汚
水

基本使用料 1,140円

従量使用料
(1㎥につき)

1～ 10㎥ 6円

11～ 20㎥ 126円

21～ 30㎥ 150円

31㎥～ 47円

改定後の体系(R8.1～) ※月額、税抜

基本使用料、
従量使用料
ともに
一律＋20％

区 分 使用料

一
般
汚
水

基本使用料 1,370円

従量使用料
(1㎥につき)

1～ 10㎥ 7円

11～ 20㎥ 151円

21～ 30㎥ 180円

31～ 40㎥ 209円

41～ 50㎥ 238円

51～100㎥ 269円

101㎥～ 294円

浴
場
汚
水

基本使用料 1,370円

従量使用料
(1㎥につき)

1～ 10㎥ 7円

11～ 20㎥ 151円

21～ 30㎥ 180円

31㎥～ 47円



水道料金・下水道使用料の改定に係る広報等のスケジュール
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R7年 R8年

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

料金改定関係条例

広
報
周
知

広報つるが

料金改定の
チラシ

ホームページ

情報＠つるが

行政チャンネル

市政広報ラジオ

検針票

上下水道フェス

経営検討委員会

改定後の料金・
使用料適用
R8.1以降初めての
検針までは旧料金
 を適用

6/2～23
市議会
→条例案
可決

料金改定の詳細公開

経営検討委員会資料・答申等公開

料金改定に加え、上下水道事業の現状に対する
理解を深める内容を毎月掲載（計６回）

スポット放送

委員会
(委嘱、進捗報告等)

全戸配布

7/27

2/12

11/25



広報つるが（令和７年８月号）

料金改定における広報 ①
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広報つるが（令和７年９月号） 広報つるが（令和７年10月号）

広報つるが（令和７年11月号） 検針票

料金改定のお知らせ

料金改定における広報 ②
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広報つるが（令和７年１２月号） 広報つるが（令和８年1月号）

料金改定における広報 ③
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全戸配布チラシ（令和７年１１月）

広報つるが（令和７年11月号）

料金改定における広報 ④
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料金改定に関する問合せ 計２３件

・料金がいくら上がるのか １０件

・料金改定をすることの確認 ５件

・いつから料金が上がるのか ５件

・なぜ料金を上げるのか ２件

・料金の計算方法 １件

料金改定には概ね理解

OK！

料金改定における使用者の反応
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問合せ時期
R7.9～R8.1



２．今年度以降の経営検討委員会の位置づけ
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１ 敦賀市上下水道事業経営検討委員会
将来にわたって安定的な事業運営を継続するための施策について、幅広く意見を求め、専門的な観点

からも検討するために設置する委員会
これまでは必要に応じて、その都度設置・開催

【令和７年度以降の委員会】
(1) 委員任期 ３年以内（再任を妨げない。）
(2) 所掌事務 ・事業の経営状況と将来の収支見通しの分析に関すること

・健全な経営を維持していくための具体的な施策に関すること

２ 主な検討事項（案）
・経営戦略の進捗報告（経営指標の状況、投資財政計画の更新等）
・経営戦略など各種計画の見直しに向けた検討
・水道料金及び下水道使用料の適正化に向けた検討

決算状況など進捗報告を
踏まえ、適切な時期に実施

常設化の目的
●経営状況を継続的に共有し、将来見通しを段階的に議論
●説明責任を果たすため「料金改定を決めるための委員会」
ではなく「将来に向けて備える委員会」へ

令和７年度から常設



上下水道事業の課題

経営資金
の不足

人口減少に伴
う収入の減少

老朽化施設の
更新

施設の防災・
減災対策

（耐震化等）

企業債の

償還

物価の上昇

３．現在の上下水道事業の状況
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企業債の借入は将来世代に過度な負担



老朽化施設の更新及び耐震化への対応 ①
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水 道



老朽化施設の更新及び耐震化への対応 ②

16

下水道



＜今後２５年間の人口予測＞
R7.3改定の水道事業経営戦略・下水道事業経営戦略では、「日本の地域別将来推計人口」（国立
社会保障・人口問題研究所：令和5年12月公表）を基に、今後２５年間の人口推計を行っています。
さらに、この人口推計をもとに今後１５年間の給水人口及び処理区域内人口を予測しています。

人口減少に伴う収入の減少
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（％） 建設工事費デフレーター（H27基準）

水道 下水道

128.7%

132.0%

100%

H27からR6までに
約30％上昇

物価の上昇
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技術系職員の確保と技術力の継承が困難
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H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7



上下水道事業会計の構造
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水道料金・下水道使用料

用 語 説 明

収益的収支 経営活動に伴って発生する全ての収益と費用

他会計負担金
サービスを提供する対価として、市の一般会計から得られる
収入

長期前受金

戻入

施設の建設に対する補助金などを、取得した資産の減価償
却による費用化にあわせて毎年収益化するもの

減価償却費
施設などの固定資産を取得した場合、その取得価額を資産
の耐用年数に応じて毎年費用化するもの

資産減耗費
施設などの固定資産を除却（廃棄や改築）した場合に、この
資産のまだ減価償却費として費用化されていない額を費用
化するもの

内部留保資金
減価償却費などの現金の支出が伴わない費用から、長期
前受金戻入など現金の収入が伴わない収益を差し引いたも
の

資本的収支
施設の建設など支出の効果が次年度以降に及ぶものや企
業債の元金償還金などの費用と、その財源となる収入

国庫補助金 施設の建設にあたって国から交付される補助金

企業債
施設の建設にあたって国や民間から借り入れる資金

建設改良費 主に施設の建設に係る費用

企業債元金

償還金
企業債に対する返還金のこと。なお、利子の支払いは収益
的支出の一部として計上



類似団体
平均

令和6年度 令和5年度 令和5年度

経常収支比率（％） 113.23 121.52 121.28

料金回収率（％） 106.96 118.76 107.11

有収率（％） 91.57 92.00 85.48

流動比率（％） 254.73 245.77 514.16

企業債残高対給水収益比率（％） 504.24 514.22 228.38

給水原価（円） 107.25 95.83 111.69

施設利用率（％） 49.19 49.08 59.08

給水人口１人当たり企業債残高（円） 86,790 87,486 29,586

有形固定資産減価償却率（％） 49.52 48.43 49.88

管路経年化率（％） 20.66 21.13 21.28

管路更新率（％） 0.73 0.95 0.72

類似団体
給水人口、有収水量密度区分、水源別区分が似通っている７団体

東京都羽村市、石川県白山市、山梨県甲斐市、岐阜県羽島市、静岡県御殿場市
和歌山県岩出市、熊本県合志市

敦賀市
水道事業

経営の健全性
・効率性

財政の健全性

老朽化の状況

水道事業における経営指標
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項目 指標の意味 分析の考え方 算定式

経常収支比率
（%）

事業の費用を収益で賄えているか 100％以上であることが必要 経常収益÷経常費用×100

料金回収率
（%）

給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄
えているか

100％以上であることが望ましい 供給単価÷給水原価×100

有収率
（%）

施設の稼働が収益につながっているか 100％に近い方が望ましい 年間総有収水量÷年間総配水量×100

流動比率
（%）

短期的な債務に対する支払能力 １００％以上であることが必要、２０
０％以上が望ましい

流動資産÷流動負債×100

企業債残高対給
水収益比率
（%）

企業債残高の規模 高い：投資規模や料金が適切か
低い：必要な更新を先送りしていな
いか

企業債現在高残高÷給水収益×100

管路更新率
（％）

管路の更新ペースや状況の把握 0.73
全ての管路を更新するには、137
年かかる

当該年度に更新した管路延長÷管路延長×100

給水人口１人当た
り企業債残高
（円）

１人あたりの企業債残高 低い方が望ましい 企業債現在高÷現在処理区域内人口÷10,000

（参考）水道事業における経営指標の解説
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下水道事業における経営指標
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類似団体
平均

令和6年度 令和5年度 令和5年度

経常収支比率（％） 108.99 106.50 108.28

経費回収率（％） 107.87 104.13 98.15

水洗化率（％） 92.46 92.10 93.67

流動比率（％） 58.83 33.69 61.75

企業債残高対事業規模比率（％） 1,107.07 1,135.02 803.09

汚水処理原価（円） 136.53 154.21 154.39

施設利用率（％） 74.60 69.79 67.10

処理区域内人口１人当たり企業債残高（円） 227,427 231,543 177,194

有形固定資産減価償却率（％） 24.63 21.64 37.95

管渠老朽化率（％） 0.00 0.00 2.29

管渠改善率（％） 0.00 0.00 0.04

類似団体
処理区域内人口、処理区域内人口密度、供用開始後年数、年間汚水処理水量が似通っている８団体

北海道北広島市、山形県米沢市、栃木県真岡市、長野県塩尻市、岐阜県高山市、
静岡県富士宮市、佐賀県鳥栖市、大分県日田市

下水道事業
敦賀市

経営の健全性
・効率性

財政の健全性

老朽化の状況



項目 指標の意味 分析の考え方 算定式

経常収支比率
（%）

事業の費用を収益で賄えているか 100％以上であることが必要 経常収益÷経常費用×100

経費回収率
（%）

かかった経費に対し適正な
下水道使用料水準となっているか

100％以上であることが必要 使用料収入÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100

水洗化率
（%）

住民が下水道に接続してくれているか 100％であることが望ましい 現在水栓便所設置済人口÷現在処理区域内人口×100

流動比率
（%）

短期的な債務に対する支払能力は
十分か

100％以上であることが必要、
200％以上が望ましい

流動資産÷流動負債×100

企業債残高対事
業規模比率
（%）

投資規模や下水道使用料水準が適切か 低いほうが望ましい （企業債現在高合計 － 一般会計負担額）

（営業収益－受託工事収益-雨水処理負担金）

処理区域内人口
1 人当たり企業
債現在高
（万円）

1人あたりの企業債現在高 低いほうが望ましい 企業債現在高÷現在処理区域内人口÷10,000

×100

（参考）下水道事業における経営指標の解説
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R6(決算） R7（決算見込） R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

2,501,945 2,459,787 2,775,644 2,737,816 2,768,135 2,841,718 2,884,592 2,896,621 2,929,242 2,949,415
②費用 2,297,249 2,331,036 2,477,146 2,445,813 2,546,478 2,668,744 2,755,949 2,810,352 2,877,312 2,919,730
③損益（①-②） 204,696 128,751 298,498 292,003 221,657 172,974 128,643 86,269 51,930 29,685

➊収入 1,177,350 2,405,529 949,802 2,741,227 2,793,427 2,769,727 2,100,827 2,047,527 2,019,927 1,875,397
➋支出 1,852,133 3,522,347 1,992,993 3,665,752 3,930,406 3,730,857 3,024,071 2,965,628 2,856,247 2,716,513
➌不足額（➊-➋） -674,783 -1,116,818 -1,043,191 -924,525 -1,136,979 -961,130 -923,244 -918,101 -836,320 -841,116

Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

107.87 98.77 112.50 116.79 111.66 106.14 102.09 99.56 96.65 94.98

362,624 246,400 198,514 443,785 540,672 813,815 1,127,261 1,421,953 1,793,518 2,147,623

204,696 128,751 298,498 292,003 221,657 172,974 128,643 86,269 51,930 29,685

経費回収率（％）

収益的
収支

①収益

資本的
収支

指標

年度末補填財源残高（千円）

当年度純利益（千円）

R6(決算） R7（決算見込） R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

①収益 1,430,475 1,401,680 1,510,210 1,456,664 1,444,970 1,432,611 1,422,221 1,409,789 1,396,490 1,382,481

②費用 1,264,492 1,196,223 1,189,198 1,218,091 1,350,976 1,411,404 1,409,045 1,428,918 1,452,039 1,523,530

③損益（①-②） 165,983 205,457 321,012 238,573 93,994 21,207 13,176 -19,129 -55,549 -141,049

➊収入 484,801 612,328 99,649 571,481 610,094 665,525 900,283 813,668 833,383 866,303

➋支出 1,080,593 1,472,417 810,661 1,326,058 1,364,690 1,395,623 1,537,199 1,482,489 1,484,701 1,526,276

➌不足額（➊-➋） -595,792 -860,089 -711,012 -754,577 -754,596 -730,098 -636,916 -668,821 -651,318 -659,973

Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

106.96 110.79 111.98 122.97 107.21 100.65 100.00 97.32 94.41 88.12

861,627 535,837 405,363 394,033 311,252 160,780 17,085 ▲ 160,587 ▲ 341,683 ▲ 507,543

165,983 205,457 321,012 238,573 93,994 21,207 13,176 ▲ 19,129 ▲ 55,549 ▲ 141,049

年度末補填財源残高（千円）

当年度純利益（千円）

料金回収率（％）

収益的
収支

資本的
収支

指標

上下水道事業における投資・財政計画
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水 道
R8に水道料金20％増額改定

下水道
R8に下水道使用料20％増額改定



令和７年度の主な事業内容（水道事業）
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●令和７年度既決予算額（主要事業抜粋）
管路改良事業費 533，980千円
・ 昭和系北部配水管路改良工事
・ 櫛川地区配水管路改良工事
・ 山泉地区配水管路改良工事

設備改良事業費 ４００，４９５千円
・ 昭和浄水場配水ポンプ更新工事、制御盤更新工事

実施設計業務委託 ７4, 378千円
・天筒配水池更新

ウォーターPPP検討事業費  ４０，０００千円
・導入可能性調査、公募資料作成支援



令和７年度の主な事業内容（下水道事業）
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●令和７年度既決予算額（主要事業抜粋）
汚水管渠整備事業費 424,632千円
・ 道口地区管網整備（汚水）工事
・ 山泉地区管網整備(汚水)工事

雨水管渠整備事業費 358,544千円
・ 呉羽幹線(雨水)築造工事

処理場改築事業費 447,262千円
・ 天筒浄化センター中央監視装置更新工事

ポンプ場改築事業費 990,000千円
・ 松島ポンプ場排水ポンプ等更新工事

ウォーターＰＰＰ検討事業費 40,000千円
・導入可能性調査、公募資料作成支援



①経営分析、経営改善

②施設更新・耐震化の考え方

③人材確保・業務効率化

④各計画の見直し

⑤適正な上下水道料金

４．今後の検討事項
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適正な上下水道料金の検討
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主な検討事項は以下の３点となります

水道料金（1か月当たり/税抜） 令和８年１月の改定後の料金体系

口径
基本料金
(円/月)

従量料金（円/㎥）

1-10㎥ 11-30㎥ 31-100㎥ 101㎥～

13mm 1,150

5 122 137 151

20mm 1,370

30mm 1,730

40mm 2,020

50mm 3,310

75mm 5,040

100mm 6,480

③従量料金の累進度の設定

②口径別基本料金の設定

①基本料金と従量料金の収入割合水 道



適正な上下水道料金の検討

30

主な検討事項は以下の３点となります下水道

下水道使用料（1か月当たり/税抜） 令和８年１月の改定後の料金体系

用途
基本
使用料
(円/月)

従量使用料（円/㎥）

1-10㎥ 11-20㎥ 21-30㎥ 31-40㎥ 41-50㎥ 51-100㎥ 101㎥～

一般汚水 1,370 7 151 180 209 238 269 294

浴場汚水 1,370 7 151 180 47

①基本使用料と従量使用料の
収入割合

②用途別基本使用料の設定
③従量使用料の累進度の設定



令和

7年度

令和

8年度

令和

9年度

令和

10年度

令和

11年度

令和

12年度

令和

13年度

令和

14年度

令和

15年度

経営戦略改定経営状況の把握
経営改善の検討
経営戦略見直し
料金改定検討

経営状況の把握
経営改善の検討
経営戦略見直し
料金改定検討

今後のロードマップ
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2/12
に開催

10～11月
頃に開催

複数回開催
10～11月
頃に開催



ウォーターＰＰＰ

32

ウォーターＰＰＰについて

令和７年度は、委託可能な対象事業と、

その対象業務について事業計画案を作成

し、導入可能性調査により、実現可能性

や市場性を有しているか等を確認した。

項 目 事 業 計 画 案

委託方式 水道＋下水道＋集落排水を一体化した包括委託

委託期間 令和10年4月1日～令和20年3月31日（10年間）

事業者選定方式 公募型プロポーザル方式

契約方法
優先交渉権者＋敦賀市管工事協同組合の共同出資に
より設立する特別目的会社との業務委託契約

対象施設 水道施設１式、下水道施設１式、集落排水施設１式

対象業務
維持管理業務、運転監視業務、更新計画案策定業務、
更新工事業務、料金窓口業務、統括管理業務 等

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０

事前検討

モデル都市業務

導入可能性調査

公募資料作成

公募期間

引継ぎ期間

業務開始

公募

事業規模：１０年間で約２６５．３億円
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